
営
者
に
重
大
な
影
響
を
与

え
る
こ
と
に
な
る
。

◎
　
大
学
に
対
し
て
現
香

美
市
は
、
こ
れ
ま
で
相
当

の
協
力
を
し
て
き
た
。
大

学
側
の
事
情
の
み
で
寮
建

設
を
計
画
す
る
こ
と
は
、

協
力
だ
け
さ
せ
て
後
は
関

知
し
な
い
よ
う
な
姿
勢
と

も
受
け
取
れ
、
大
学
に
対

す
る
イ
メ
ー
ジ
を
損
な
う
。

◎
　
大
学
側
の
事
情
も
理

た
こ
と
か
ら
、
市
長
、
企

画
課
長
に
出
席
を
願
い
経

過
報
告
を
受
け
た
後
、
各

委
員
の
意
見
を
聞
い
た
。

各
委
員
の
意
見
は
、
以

「
高
知
工
科
大
学
新
学
生

寮
建
設
反
対
へ
の
協
力
に

関
す
る
陳
情
」
に
つ
い
て

は
、
同
様
の
陳
情
書
が
執

行
部
に
も
提
出
さ
れ
て
い

解
で
き
る
が
、
学
生
確
保

の
一
環
と
し
て
寮
建
設
に

向
か
う
の
で
は
な
く
、
学

業
に
主
眼
を
置
い
た
経
営

理
念
・
運
営
手
法
を
と
る

べ
き
で
は
な
い
か
。

◎
　
寮
建
設
よ
り
も
現
在

市
内
に
あ
る
マ
ン
シ
ョ
ン

の
利
活
用
を
検
討
す
べ
き

で
あ
る
。

各
委
員
の
意
見
を
集
約

し
た
後
、
審
査
の
結
果
、

下
の
通
り
で
あ
る
。

◎
　
高
知
工
科
大
学
設
立

当
初
に
は
、
旧
土
佐
山
田

町
に
対
し
て
大
学
側
よ
り
、

学
生
の
ド
ミ
ト
リ
ー
（
工

科
大
寮
）
が
少
な
い
た
め

協
力
の
要
請
が
あ
っ
た
経

過
が
あ
る
。

◎
　
既
存
の
ド
ミ
ト
リ
ー

が
二
百
三
十
八
戸
あ
り
、

新
た
に
百
七
十
戸
増
え
る

こ
と
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
経

本
件
に
つ
い
て
は
、
香
美

市
お
よ
び
香
美
市
民
へ
重

大
な
影
響
を
与
え
る
こ
と

か
ら
、
委
員
会
の
み
な
ら

ず
議
会
全
体
と
し
て
も
重

く
受
け
止
め
、
陳
情
書
の

趣
旨
に
沿
っ
て
全
員
賛
成

に
て
採
択
す
べ
き
も
の
と

決
定
し
た
。

ま
た
、「
市
道
谷
相
線
拡

張
工
事
に
関
す
る
陳
情
」

に
つ
い
て
は
、
審
査
の
時

間
的
制
約

を
考
慮
し
、

継
続
審
査

と
し
て
閉

会
中
に
現

地
視
察
を

行
う
。
そ

し
て
、
陳

情
者
お
よ

び
香
北
支

所
長
よ
り

状
況
の
説

明
を
受
け
、

後
日
改
め

て
審
査
す

る
こ
と
に

決
定
し
た
。
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高知工科大・学生寮（ドミトリー）

陳

情

書

高知工科大学新学生寮建設反対への強力に関する陳情書

香美市議会議長　中澤　愛水　殿

聞くところによれば、高知工科大学においては新しく学

生寮建設の計画を進めているとのことですが、香美市には

学生マンション等が十分にあり、現在空室も相当数ある今

日、大学独自の事業であるとはいえ、これ以上の量の拡大

が実施されると、より空室が増加することは明らかであり

ます。

その結果、当然のこととして貸家市場を圧迫することと

なり、関連産業まで大きな影響を受けることになります。

少子化の時代の中で、学生数の確保により大学の安定的

運営をしなければいけないという大学には大学としての事

情や経営理念があり、新たな展開を図ろうとしていること

は理解できますが、しかし、生活の場の確保もまた大学支

援につながるものだと考え、私たちはこれまで努力して参

りました。

厳しい経営状態に置かれている私たちは、今日の工科大

学の新寮建設計画が進められることを認めることはできま

せん。

私たちのこれまでの努力と大学支援に対する想いという

ものを十分に承知して頂いている香美市議会におかれまし

ては、どうかこのような実情をご賢察いただきたく、特別

なご配慮をよろしくお願い申し上げます。

2007年5月

宅建協会香美支部
支部長　石川　泉　



「消えた年金」問題に関する意見書（案）

実
施
し
、
確
認
の
通
知
を

す
る
と
し
て
い
る
。
相
談

体
制
も
二
十
四
時
間
対
応

で
行
っ
て
い
る
。
時
効
撤

廃
法
案
も
可
決
の
見
込
み

だ
。
国
の
対
応
を
見
守
り

た
い
。

片
岡
守
春
議
員

現
在
、
国
会
で
審
議
さ

れ
て
い
る
、
社
会
保
険
庁

解
体
・
民
営
化
法
や
時
効

撤
廃
特
例
法
で
は
、
国
が

責
任
を
も
っ
て
解
決
す
る

こ
と
は
不
可
能
だ
。
大
切

な
の
は
「
全
加
入
者
を
調

査
対
象
と
す
る
こ
と
」
で

あ
り
「
国
の
責
任
に
お
い

て
該
当
者
に
情
報
提
供
を

行
う
こ
と
」
だ
。
そ
し
て

「
領
収
書
な
ど
の
物
証
が

な
く
て
も
解
決
の
方
向
を

探
る
こ
と
」「
身
近
な
相
談

窓
口
で
の
相
談
体
制
を
と

る
こ
と
」
で
は
な
い
か
。

こ
の
こ
と
は
必
ず
行
わ
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
現
在

織
田
秀
幸
議
員

国
民
の
老
後
に
と
っ
て

最
も
大
切
な
年
金
に
つ
い

て
、
誰
も
が
不
安
や
心
配

を
抱
い
て
い
る
。
社
保
庁

の
ず
さ
ん
な
状
況
を
聞
く

に
つ
け
多
く
の
国
民
が
怒

り
を
覚
え
て
い
る
。
こ
の

問
題
で
大
事
な
ポ
イ
ン
ト

は
、
社
保
庁
の
怠
慢
を
指

摘
し
た
り
、
歴
代
担
当
大

臣
の
責
任
追
及
等
は
二
の

次
で
あ
る
。
今
回
問
題
化

し
た
諸
事
項
に
つ
い
て
の

原
因
、
責
任
等
は
検
証
委

員
会
で
し
っ
か
り
と
追
及

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

年
金
は
消
え
た
わ
け
で

は
な
い
。
保
険
料
の
納
付

記
録
に
基
礎
年
金
番
号
を

導
入
し
た
際
、
社
保
庁
が

番
号
統
一
へ
の
積
極
的
努

力
を
怠
っ
た
こ
と
が
原
因

で
、
名
前
や
住
所
、
生
年

月
日
、
性
別
な
ど
分
か
っ

て
い
る
。
国
は
来
年
五
月

ま
で
に
名
寄
せ
を
確
実
に

５０００万件をこえる年金記録が「宙に浮き」、受給権消滅や年金減額の原因となっている「消えた年金」問題は、公的年金

に対する国民の信頼を揺るがす深刻な問題です。

今回の問題は、保険料を納めてきた国民には何ら非がなく、ひとえに国に責任があることは言うまでもありません。しか

も、厚生労働省は「基礎年金番号」制度を導入する過程で、すでに「基礎年金番号」に対応させられない厚生年金や、国民

年金の納付記録が膨大になることに気づいており、今回の「宙に浮いた」年金記録の問題を十分に把握してきたのです。に

もかかわらず、抜本的な対策をとらず、10年が経過し、国民年金については、問題解決に必要な台帳まで破棄されてしまっ

ています。その責任は極めて重大です。

ところが、政府は、記録を紛失された被害者に対して、過去の保険料納付の立証責任を負わせる逆立ちした対応をとり、

仮に立証できても時効を適用して5年以上さかのぼっての支払いを拒否してきました。

保険料取り立てには厳しい差し押さえを実施し、社会保険庁解体・民営化法案では、国民年金保険料の滞納者に対して、

全く別の制度である国民健康保険の通常の保険証を発行しないという、理不尽きわまりない制度を盛り込んでいます。

以上のことから、衆・参議院及び政府におかれては、問題の全容を国民の前に明らかにし、自らの過失と責任を認め、年

金記録紛失という被害にあった国民すべての年金受給権を守るために、あらゆる手段を尽くすよう求めるとともに、下記の

4点について、ただちに実施することを要求します。

（記）

１．年金受給者について調査を実施するとしているが、それだけでは不十分である。調査対象は、特定の年齢層に限定する

のではなく、全ての加入者とし、無年金者も調査対象にすること。

２．確定している年金記録だけを通知し、自分の年金記録が正しいかどうか「照会の申出を勧奨する」と、国民一人ひとり

に「宙に浮いた」年金記録があれば申告せよという態度をとっているが、これは本来、国が果たすべき責任を放棄し、

被害者である国民に責任を転嫁するものである。「宙に浮いた」年金記録の情報を、該当者と思われる人にきちんと提

供し、国の責任で、この問題の解決をはかること。

３．年金記録が消失している被害者について、文書による記録証拠がなくても、国が責任をもって調査し、状況証拠に

もとづいて解決すること。

４．国の責任で、国民の身近な窓口で相談ができるような「特別の体制」をとること。

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出します。
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議会には、市の公益に関する事件について国会または関係
行政庁に対し、意見書を提出する権限がある。議長は、各議
員から意見書案が提出されたら議事日程にかかげ、提出者で
ある議員が提案理由や内容について説明し、質疑・討論の後、
採決する。意見書の提出を受けた行政庁は、回答したり、
そのとおり措置する法律上の義務はないが、これを受理し、
誠意をもって処理する行政的責任を有するものである。

意
見
書

香
美
市
議
会
で
は
今
議

会
で
、
議
員
提
案
を
含
む

七
本
の
意
見
書
案
の
質
疑

討
論
を
行
い
、
三
本
の
意

見
書
を
採
択
し
ま
し
た
。

そ
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

反
対
討
論

賛
成
討
論



二
十
四
時
間
体
制
や
、
第

三
者
委
員
会
の
設
置
、
時

効
の
問
題
な
ど
改
善
の
方

向
を
検
討
さ
れ
て
は
い
る

が
、
ま
だ
ま
だ
不
十
分
で

あ
る
。「
申
請
主
義
」
や
加

入
者
に
「
立
証
責
任
」
を

求
め
る
立
場
を
変
え
な
い

ま
ま
だ
。
国
民
の
受
給
権

を
守
り
、
国
民
に
不
利
益

を
与
え
な
い
よ
う
万
全
の

対
策
を
望
む
立
場
か
ら
本

意
見
書
に
賛
成
を
表
明
す

る
。

竹
平
豊
久
議
員

世
界
の
中
の
日
本
と
捉

え
た
と
き
、
現
実
の
国
際

情
勢
や
各
国
の
政
治
情
勢
、

外
交
姿
勢
、
思
想
・
信
条

等
が
そ
れ
ぞ
れ
違
う
中
で
、

日
本
が
公
式
表
明
を
す
る

こ
と
に
よ
り
、
イ
ニ
シ
ア

チ
ブ
が
取
れ
る
の
か
、
疑

問
を
呈
す
る
も
の
で
あ

る
。
核
廃
棄
に
向
け
た
取

り
組
み
の
中
、
各
国
の
思

惑
が
絡
み
理
想
通
り
に
い

か
な
い
の
が
現
実
で
あ
る
。

こ
う
し
た
国
際
情
勢
を

見
る
と
き
、
一
面
だ
け
を

捉
え
て
表
明
す
る
の
は
無

理
が
あ
る
と
考
え
る
。
政

治
・
経
済
・
安
全
保
障
等
、

多
岐
に
わ
た
っ
て
総
合
的

に
判
断
し
な
け
れ
ば
国
益

に
関
わ
る
事
態
に
な
る
。

従
っ
て
、
非
核
三
原
則

遵
守
の
上
、
各
国
と
の
連

携
を
強
化
し
、
外
交
努
力

を
重
ね
る
こ
と
で
日
本
の

使
命
を
果
た
す
べ
き
だ
と

思
う
。
世
界
の
主
要
国
で

あ
る
日
本
の
行
動
や
政
策

は
、
世
界
的
に
も
注
目
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
責

任
あ
る
国
と
し
て
の
行
動

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

山
崎
晃
子
議
員

「
非
核
の
政
府
を
求
め

る
会
」
は
、
今
年
四
月
日

本
政
府
に
対
し
、
国
会
や

国
連
で
「
非
核
日
本
宣
言
」

を
行
う
よ
う
提
唱
し
た
。

Ｎ
Ｐ
Ｔ
核
不
拡
散
条
約

第
六
条
に
は
「
核
軍
縮
に

努
力
す
る
」
旨
の
条
文
が

記
さ
れ
て
い
る
が
、
核
保

有
国
の
軍
縮
は
一
向
に
進

展
し
な
い
ま
ま
今
日
に
至

っ
て
い
る
。
昨
年
の
北
朝

鮮
の
核
実
験
は
許
す
こ
と

の
で
き
な
い
暴
挙
だ
が
、

一
部
の
国
々
が
核
兵
器
を

保
有
し
て
い
る
限
り
他
の

国
の
核
保
有
を
止
め
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
だ
、
と

い
う
事
を
端
的
に
示
し
た

の
で
は
な
い
か
。

核
兵
器
廃
絶
は
、
人
類

共
通
の
願
い
だ
。
次
の
二

〇
一
〇
年
の
再
検
討
会
議

は
日
本
が
議
長
国
と
な
っ

て
い
る
。

被
爆
国
日
本
が
「
非
核

平
和
宣
言
」
を
国
の
内
外

に
示
し
て
国
際
世
論
を
リ

ー
ド
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
非
核
平
和
都
市
宣
言

を
し
た
本
市
と
し
て
も
意

味
を
持
つ
意
見
書
だ
。

比
与
森
光
俊
議
員

母
子
家
庭
、
父
子
家
庭

に
お
け
る
子
育
て
は
計
り

知
れ
な
い
大
変
さ
が
あ
る

と
思
う
。
た
だ
、
制
度
を

悪
用
し
、
偽
装
離
婚
す
る

ケ
ー
ス
も
後
を
絶
た
な
い

の
も
現
実
だ
。
現
在
で
も
、

あ
の
夫
婦
は
本
当
に
離
婚

し
て
い
る
の
か
と
思
わ
れ

る
家
庭
が
あ
る
の
も
現
実

で
は
な
い
か
。
こ
の
不
平

等
、
不
公
平
に
も
メ
ス
を

入
れ
て
欲
し
い
。
今
回
の

改
正
で
は
、
月
額
四
万
一

千
七
百
二
十
円
の
手
当

を
、
受
給
開
始
後
、
五
年

経
過
し
た
時
、
ま
た
は
受

給
要
件
該
当
後
、
七
年
を

経
過
し
た
と
き
に
半
額
の

二
万
八
百
六
十
円
を
超
え

な
い
減
額
と
さ
れ
て
い

る
。
国
、
県
は
本
年
四
月

よ
り
、
母
子
自
立
支
援
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
策
定
し
就
労

支
援
を
行
う
と
し
て
い

る
。
県
も
高
知
県
ひ
と
り

親
家
庭
自
立
促
進
計
画
を

実
施
し
て
い
る
。「
自
立

困
難
あ
り
き
」「
就
労
困

難
あ
り
き
」
で
は
そ
の
向

上
は
な
い
。
以
上
の
こ
と

か
ら
本
意
見
書
案
に
は
反

対
す
る
。

山
　
龍
太
郎
議
員

児
童
扶
養
手
当
は
、
母

子
家
庭
の
児
童
た
ち
の
た

め
に
「
児
童
の
心
身
の
健

や
か
な
成
長
に
寄
与
」
す

る
こ
と
を
目
的
に
、
子
ど

も
が
十
八
歳
に
な
る
ま
で

支
給
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
。

「
母
子
家
庭
白
書
」
に
よ
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る
と
今
年
二
月
受
給
者
は

過
去
最
高
を
更
新
し
、
母

子
家
庭
の
平
均
所
得
は
、

全
世
帯
の
平
均
所
得
の
四

〇
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

同
白
書
の
「
暮
ら
し
向

き
」
意
識
調
査
で
も
母
子

世
帯
の
七
九
・
八
％
が

「
苦
し
い
・
や
や
苦
し
い
」

と
答
え
、
受
給
者
数
の
増

加
は
こ
の
制
度
が
「
命
綱
」

と
し
て
の
役
割
を
果
た
し

て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
不
正
受
給
が
よ
く
問

題
と
な
る
が
、
そ
う
し
た

ケ
ー
ス
に
は
他
の
法
律
等

で
厳
し
く
対
処
を
す
べ
き

だ
。
児
童
扶
養
手
当
の
削

減
は
母
子
家
庭
の
お
か
れ

て
い
る
現
状
を
理
解
せ
ず
、

憲
法
二
十
五
条
に
定
め
ら

れ
た
生
存
権
を
も
脅
か
す

も
の
だ
。
よ
っ
て
本
意
見

書
案
に
賛
成
す
る
。

反
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討
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人
道
兵
器
で
あ
り
、
使
用

禁
止
や
廃
絶
を
求
め
る
声

が
国
際
的
に
高
ま
っ
て
い

る
。
日
本
は
ク
ラ
ス
タ
ー

爆
弾
を
開
発
・
保
有
し
、

か
つ
使
用
し
て
い
る
ア
メ

リ
カ
に
遠
慮
す
る
こ
と
な

く
、
自
ら
も
同
爆
弾
の
備

蓄
を
放
棄
す
る
と
と
も
に

ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
呼
び
か
け

に
応
え
、
積
極
的
に
廃
絶

へ
の
国
際
的
流
れ
に
加
わ

る
べ
き
だ
。
こ
の
こ
と
こ

そ
、
平
和
憲
法
を
持
ち
、

か
つ
唯
一
の
被
爆
国
日
本

に
課
せ
ら
れ
た
責
務
で
あ

り
、
国
際
的
信
用
を
獲
得

で
き
る
方
策
だ
。

竹
平
豊
久
議
員

ク
ラ
ス
タ
ー
弾
に
関
し

て
日
本
政
府
は
、
六
月
二

十
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に

お
け
る
特
定
通
常
兵
器
使

用
禁
止
制
限
条
約
（
Ｃ
Ｃ

Ｗ
）
の
専
門
家
会
合
の
場

で
、「
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
の
使

用
、
生
産
、
移
転
、
備
蓄

を
禁
じ
る
法
的
文
書
」
の

締
結
交
渉
を
二
〇
〇
八
年

ま
で
に
完
了
さ
せ
る
と
の

方
針
に
支
持
を
表
明
す
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て

い
る
。
ま
た
、
昨
年
十
二

月
の
外
交
防
衛
委
員
会
や

本
年
三
月
の
予
算
委
員
会

で
の
大
臣
答
弁
か
ら
分
か

る
よ
う
に
、
国
を
預
か
る

責
任
と
し
て
常
に
国
際
情

勢
を
念
頭
に
置
き
、
あ
ら

ゆ
る
状
況
を
見
極
め
、
実

効
性
が
伴
い
、
防
衛
や
安

全
保
障
に
も
関
知
し
た
体

制
で
対
処
方
針
を
示
し
て

い
る
現
状
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
下
、
今
、

こ
の
よ
う
な
意
見
書
を
提

出
す
る
と
な
る
と
、
香
美

市
議
会
は
、
現
在
の
政
治

動
向
、
国
際
情
勢
を
何
ら

承
知
し
て
い
な
い
こ
と
に

な
り
は
し
な
い
か
。

大
岸
真
弓
議
員

途
上
国
で
障
害
者
支
援

を
行
っ
て
い
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の

「
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
・

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」

は
ク
ラ
ス
タ
ー
爆
弾
に
よ

る
被
害
者
の
九
八
％
が
民

間
人
で
あ
る
と
告
発
し
、

ク
ラ
ス
タ
ー
爆
弾
の
廃
絶

を
求
め
た
。
ク
ラ
ス
タ
ー

爆
弾
は
着
弾
後
す
ぐ
に
は

爆
発
せ
ず
、
人
が
触
れ
て

爆
発
す
る
こ
と
が
多
い
。

紛
争
終
結
後
も
被
害
に
遭

う
人
が
後
を
断
た
な
い
非
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あじさい街道

二
〇
〇
八
年
四
月
か
ら

七
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者

が
加
入
す
る
医
療
保
険
制

度
が
新
し
く
発
足
し
ま

す
。
保
険
を
運
営
す
る
広

域
連
合
組
合
議
会
議
員
の

選
挙
が
、
全
市
町
村
の
六

月
議
会
で
行
わ
れ
ま
し

た
。
香
美
市
で
、
議
長
会

の
推
薦
を
受
け
て
、
立
候

補
し
て
い
た
中
澤
愛
水
氏

が
、
議
員
に
選
出
さ
れ
ま

し
た
。

「
現
在
の
地
方
自
治
体

の
行
財
政
運
営
は
、
国
の

進
め
る
地
方
分
権
改
革
に

よ
り
打
撃
を
う
け
、
予
算

編
成
や
、
市
民
ニ
ー
ズ
の

達
成
に
多
大
な
支
障
を
き

た
し
て
い
る
。
香
美
市
に

お
い
て
は
、
中
山
間
地
と

平
野
部
の
均
衡
あ
る
発
展

や
農
林
業
、
商
業
、
観
光

の
振
興
、
後
継
者
の
育
成

等
市
政
全
般
に
亘
る
調

査
・
研
究
を
行
い
、
執
行

部
に
意
見
提
言
を
行
う
目

的
を
も
っ
て
、
ま
ち
づ
く

り
特
別
委
員
会
を
設
置
す

る
。」以上

の
目
的
で
、
全
会

一
致
で
、
設
置
が
決
ま
り

ま
し
た
。

委
員
に
は
次
の
各
議
員

が
選
出
さ
れ
ま
し
た
。

（
敬
称
略
）

委

員

長
　
坂
本
　
　
節

副
委
員
長
　
千
頭
　
洋
一

委
　
　
員
　
矢
野
　
公
昭

〃

山
　
龍
太
郎

〃

織
田
　
秀
幸

〃

門
脇
二
三
夫

〃

山
崎
　
晃
子

〃

島
岡
　
信
彦

〃

依
光
美
代
子

〃

黒
岩
　
　
徹


